
　２－５　北見市災害対策本部運営等規程事務取扱要領

別表４
被害状況の調査・報告分担
	担当部等
	被　害　の　内　容
	備　　　　考

	各部
自治区本部
本部事務局
	(1) 所管する施設等に係る被害
(2) 死亡者、行方不明者、重傷者、軽傷者等の人的被害（各部聴取情報は所管自治区本部及び本部事務局に通報すること。）
	(1) 非住家被害又はその他の被害
（都市施設）
(2) 人的被害

	本部事務局
	[bookmark: _GoBack](1) 電話、電気、ガス等のライフラインの被害（電話の不通件数、電気・ガスの供給停止戸数、地区等）
	(1) その他の被害
　　（都市施設）

	自治区本部
	(1) 死亡者、行方不明者、重傷者、軽傷者等の人的被害
(2) 住家の全半壊、全半焼、床下浸水、床上浸水等の被害
(3) 非住家の全半壊に係る被害
(4) 土木に係る被害（必ず都市建設部に通報すること。）
	(1) 人的被害
(2) 住家被害
(3) 非住家被害
(4) 土木被害

	総務部
	(1) 住家の全半壊、全半焼、床下浸水、床上浸水等の被害
(2) 非住家の全半壊に係る被害
(3) 所管車両及び施設に係る被害
	(1) 住家被害
(2) 非住家被害
(3) その他の被害

	市民環境部
	(1) 住民センター及び地域会館に係る被害
(2) 火葬場に係る被害
(3) ごみ処理施設等、一般廃棄物処理施設に係る被害
(4) 一般廃棄物処理施設以外の類似施設等に係る被害
	(1) 非住家被害
(2) 衛生被害
(3) 衛生被害
(4) その他の被害

	保健福祉部
	(1) 市、その他公益法人等が維持管理する社会福祉施設に係る被害
(2) 病院に係る被害
	(1) 社会福祉施設被害
(2) 衛生被害

	子ども未来部
	(1) 保育園、幼稚園に係る被害
(2) 児童館に係る被害
	(1) 公立文教被害[私学関係はその他の項目で扱う。]
(2) 非住家被害

	農林水産部
	(1) 農地、農業用施設、農産物、家畜等、農業に係る被害
(2) 水産業、林業に係る被害
(3) 多目的集会施設に係る被害
	(1) 農業被害
(2) 非住家被害
(3) 水産被害
(4) 林業被害
(5) その他の被害

	商工観光部
	(1) 商業、工業等に係る被害
(2) 観光文化施設等に係る被害
(3) 多目的集会施設に係る被害

	(1) 商工被害
(2) その他の被害





	担当部等
	被　害　の　内　容
	備　　　　考

	都市建設部
	(1) 道路、河川、堤防、樋門、漁港等の土木に係る被害
(2) 造成中の団地、宅地、区画整理事業等に係る被害
(3) 公園、街路樹等に係る被害
(4) 市営住宅、道営住宅等に係る被害








	(1) 土木被害
(2) その他の被害
(3) その他の被害
(4) 住家被害（所管自治区本部に情報を伝達すること。）

	教育部
	(1) 小学校、中学校、高校等の学校に係る被害（国立、道立及び私立を含む。）
(2) 体育館等のスポーツ施設に係る被害
(3) 公民館、図書館等の社会教育施設に係る被害

	(1) 公立文教被害〔私学関係はその他の項目で扱う。〕
(2) 非住家被害
(3) 社会教育施設被害

	上下水道部
	(1) 給水施設、送・配水施設、浄水施設等、水道関連施設の被害
(2) 下水道施設等の都市施設に係る被害
	(1) 衛生被害
(2) その他の被害
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